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第１章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

1.1 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

環境影響評価法（平成 9年法律第 81号）第 7に基づき、一般の環境保全の見地からの意見を求

めるため、環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）を作成した旨及びその他事項を公告し、

公告の日から起算して 1か月間縦覧に供するとともに、インターネットにより公表した。 

 

1.1.1 公告の日 

令和 3年 10月 20日（水） 

 

1.1.2 公告の方法 

① 事業者のウェブサイトへの掲載 

令和 3年 10月 20日（水）から事業者のウェブサイトに公告を掲載した。（資料 1） 

② 山都町広報への掲載 

令和 3年 10月 13日（水）発行の山都町広報誌「広報山都（10月号）」に、縦覧と説明会のお

知らせを掲載した（資料 2）。 

 

1.1.3 縦覧場所 

方法書の縦覧は、以下の 3か所で行った。縦覧の状況を資料 3に示す。 

・山都町役場 2階企画政策課（熊本県上益城郡山都町浜町 6番地） 

・山都町役場清和支所（熊本県上益城郡山都町大平 385番地） 

・山都町役場蘇陽支所（熊本県上益城郡山都町今 500番地） 

 

1.1.4 縦覧期間等 

① 縦覧期間 

令和 3年 10月 20日（水）～令和 3年 11月 19日（金） 

② 縦覧時間 

土曜、日曜を除く 8時 30分～17時 15分まで 

 

1.1.5 縦覧者数 

縦覧した 3つの場所で、計 2名の方法書の縦覧があった。 

・山都町役場 2階企画政策課：1名 

・山都町役場清和支所：0名 

・山都町役場蘇陽支所：1名 
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1.1.6 インターネットによる公表 

事業者のウェブサイトに方法書及び要約書を掲載し、公表した（資料 1）。公表期間は、縦覧期

間と同じ令和 3 年 10 月 20 日（水）～令和 3 年 11月 19 日（金）とし、その期間は常時アクセス

可能な状態とした。また、熊本県のウェブサイトと事業者のウェブサイトをリンクすることによ

り、各ウェブサイトから方法書及び要約書を参照可能とした。 

・ウェブサイト（方法書及び要約書の参照ページ）へのアクセス数 133名 

 

 

1.2 方法書についての説明会の開催 

環境影響評価法第 7 条の 2 第 1 項の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説明会

（以下「説明会」という。）を開催した。説明会の状況を資料 4に示す。 

 

1.2.1 開催場所 

・下名連石老人憩いの家（熊本県上益城郡山都町大字下名連石 463-1） 

・JA名連川支所研修センター（熊本県上益城郡山都町大字黒川 564-5） 

 

1.2.2 開催日時 

・令和 3年 11月 10日（水）13時～14時 10分：下名連石老人憩いの家 

・令和 3年 11月 10日（水）16時～16時 45分：JA名連川支所研修センター 

 

1.2.3 参加者数 

・下名連石老人憩いの家：14名 

・JA名連川支所研修センター：12名 
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1.3 環境影響評価方法書についての意見の把握 

環境影響評価法第 7 条の規定に基づき、環境の保全の見地から意見を有する者の意見書の提出

を受け付けた。意見書の様式を資料 5に示す。 

 

1.3.1 意見書の提出期間 

令和 3年 10月 20日（金）～令和 3年 12月 3日（金） 

※事業者への郵送は、当日消印有効 

 

1.3.2 意見書の提出方法 

・縦覧場所に備え付けられた意見箱への投函 

・事業者への郵送 

 

1.3.3 意見書の提出状況 

提出された意見書の総数は、2通であった。 

・意見箱への投函： 2通 

・事業者への郵送： 0通 

 

 

1.4 一般からの意見 

環境影響評価法第 7条の規定に基づき、一般から意見書の提出により述べられた意見は 2件で

あった。意見の内訳は次のとおりであり、環境の保全等の見地からの意見としては、1件であっ

た。 

・環境の保全等の見地からの意見：1件 

・事業計画等に関する意見：1件 

・その他の意見：0件 
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第 2章 環境影響評価方法書について提出された環境保全の見地からの意見の概要

とこれに対する事業者の見解 

環境影響評価法第 8条第 1項の規定の規定に基づく方法書についての環境の保全の見地からの

意見の概要、また、電気事業法第 46条の 6第 1項の規定に基づく意見についての事業者の見解

は、次ページ以降に示すとおりである。 

なお、環境影響評価法及び電気事業法で求める意見は、環境保全の見地からの意見であるが、

事業計画等に関する意見も 1件あったため、これらについてもて真摯に対応すべく、意見の概要

と事業者の見解をとりまとめたところである。 

 

表-1 環境の保全等に関する意見の概要及び事業者の見解 

意見の区分 意見の概要 事業者の見解 

水質 

下流河川

への水質

影響 

近年、大雨による五老ヶ滝川の増水が目

立つ。周辺の水田の崩れや水田の用水路が

埋まり、使えなくなるほど被害もあってい

る状況だ。 

河川沿いに家があることから、ソーラー

設置後の河川に与える影響（水位等）や設

置場所の大雨時の雨量等も調査してほし

い。 

また、影響が出ないよう対策もしてほし

い。 

本事業では事業実施前に、五老ヶ滝川を

含め、対象事業実施区域の下流河川におい

て、現状における水の濁り、流量の程度を

把握する調査を行い、事業実施後と比較で

きるようにします。 

雨量については、対象事業実施区域から

約 6～10km 離れた位置にある山都気象観測

所のデータを引用する計画です。 

また、降雨時の流量や濁りの影響を回避

するためにも原則造成は行わず、地表面も

現状の草地のままとする計画です。その

他、沈砂池を設置するなど対策を講じて参

ります。 

事業計画 その他 

山を切り開き森林を伐採して人工物を設

置することだけについてもこの事業につい

て評価できない。 

森林に生息している動植物の住みかを奪

うことになる。 

太陽光パネルの耐用年数は 20年位で、

その後の廃棄方法も現時点では明らかにさ

れていない。海外で廃棄するとしても環境

破壊をする。 

農業をしている方への影響は分からない

ことばかりだ。 

水脈も変わる恐れがあり、土砂崩れもな

いとは言い切れない。どうかこの事業をや

めてほしい。 

本事業は森林を開発して行うのではな

く、30 年前に国営事業で造成された農地

を活用して太陽光パネルを設置するもので

す。また、原則造成を行いませんので、水

脈が変わることはないと考えております。 

工事を行う前には、対象事業実施区域及

びその周辺で動植物の生息状況を調査し、

その結果を受けて、移植など必要な保全措

置を講じて参ります。 

また、本事業は農地を活用して行います

が、農地を所有する土地改良区からの要望

を受けて実施するものです。 

耐用年数を超えた太陽光パネルについて

は、「建設工事に係る資材の再資源化に関

する法律」（平成 12 年法律第 104 号）に

基づき、再資源化を図ります。また、有効

利用が困難なものについては、「廃棄物の

処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年

法律第 137 号）に基づき、その種類ごとに

産業廃棄物処理業者に委託し、適正に処分

します。 

  



資料-1 

【資料 1：ウェブサイトへの公告内容】 
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【資料 2：山都町広報誌への公告内容】 
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資料-4 

【資料 3：方法書縦覧場所の状況】 

 

山都町役場 2階企画政策課 

 

山都町役場清和支所 

 

山都町役場蘇陽支所 



資料-5 

【資料 4：説明会の状況】 

 

説明会会場（下名連石老人憩いの家） 

 

説明会の状況（JA名連川支所研修センター） 

  



資料-6 

【資料 5：意見書の様式】 

 


